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令和３年度登録有形文化財（建造物）の概要 

 

文化審議会が文部科学大臣に登録有形文化財に登録するよう答申を行う３件の建物の概要 

 

(１)   名 称  旧澤田家
きゅうさわだけ

別荘
べっそう

                         

所 在 地 横須賀市秋谷
あ き や

 

所 有 者 株式会社スパイラル・アンド・カンパニー 

建築年代   昭和３年建築／昭和８年増築 

数 量  １件（１箇所） 

概   要 秋谷海岸東の丘陵地に位置する医師の旧別荘。南北に長い敷地の北に平屋建
ひらやだて

寄棟造桟瓦葺
よせむねづくりさんがわらぶき

、南に二階建寄棟造桟瓦葺を建て、廊下で繋ぐ。内部一階は北棟は二

室、南棟は一室で両棟の西に縁
えん

を付す。南棟二階は一室で、高欄
こうらん

付の西縁から海を臨

む昭和前期の別荘。 

基 準 登録有形文化財登録基準１号該当（国土の歴史的景観に寄与しているもの） 

 

(２)   名 称  髙
たか

橋家
は し け

住 宅
じゅうたく

主屋
お も や

                         

所 在 地 横須賀市本 町
ほんちょう

 

所 有 者 個人 

建築年代   昭和 11年 

数 量  １件（１箇所） 

概   要 どぶ板通
いたどお

り南の丘陵に西面する米穀商の住宅。道に面して入母屋造
いりもやづくり

の玄関を付す和館

の北に、切妻造
きりづまづくり

妻入
つまいり

フランス瓦 葺
かわらぶき

の洋館を接続する。内部はＬ字形平面で玄関から

東へ片廊下
かたろうか

を延ばし、北に座敷など和室三室を並べる。和洋の意匠を併置し横須賀の

歴史を物語る。 

基 準 登録有形文化財登録基準１号該当（国土の歴史的景観に寄与しているもの） 

 

(３)   名 称  西﨑家
にしざきけ

住 宅
じゅうたく

（船越町
ふなこしちょう

洋館付
ようかんつ

き住 宅
じゅうたく

）主屋
お も や

              

所 在 地 横須賀市船越町 

所 有 者 個人 

建築年代   昭和 13年建築／昭和 47 年・令和元年改修 

数 量  １件（１箇所） 

特 徴 等  長浦
ながうら

湾へ続く丘陵に南面する、元御用商人の住宅。西半を洋館、東半を和館とし、正

面中央に入母屋造の玄関を突出する。洋館はスティックスタイル風とし、屋根は半切

妻とする。和館は続き座敷を配し、南東に縁を巡らす。高台にあって地域の景観を形

成する住宅。 

基 準 登録有形文化財登録基準１号該当（国土の歴史的景観に寄与しているもの） 

 

別 紙 
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令和３年度登録有形文化財（建造物）画像 

（１）旧澤田家別荘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）髙橋家住宅主屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）西﨑家住宅（船越町洋館付き住宅）主屋 

 

 

 

 

 

 

 


